
浜松市人権施策推進計画 新施策体系（R6.7.19）

第２次計画の骨子第２次計画の骨子

思
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政策
目標
政策
目標

（１）幼児期からの家庭・幼児教育
の場における人権教育

（２）学校における人権教育

（３）地域社会への啓発

（４）企業における人権啓発

（５）人権にかかわりの深い職業に
従事する人に対する研修等

（６）人権を身近に感じる啓発活動

（１）女性の人権

（２）子どもの人権

（３）高齢者の人権

（４）障がいのある人の人権

（５）同和問題（部落差別）

（６）外国人の人権

施策の方向性・取り組み施策の方向性・取り組み

● 誰もが、自分らしく生き暮らしていくために一人一人の人権を尊重することが大切であることから、政策目標を
「多様性を認め合う差別のない社会の実現」とした。

● 「性的マイノリティの人権」を「性自認・性的指向に関する人権」に変更した。
● その他の人権問題に含まれていた「インターネットによる人権侵害」を分野別施策の取り組みの一つとした。
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み（７）刑を終えて出所した人の人権

（再犯防止の推進）

（９）その他の人権問題
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政策
目標
政策
目標

（１）幼児期からの家庭・幼児教育
の場における人権教育

（２）学校における人権教育

（３）地域社会への啓発

（４）企業における人権啓発

（５）人権にかかわりの深い職業に
従事する人に対する研修等

（６）人権を身近に感じる啓発活動

（７）相談・支援の推進

（１）女性の人権

（２）子どもの人権

（３）高齢者の人権

（４）障がいのある人の人権

（５）部落差別（同和問題）

施策の方向性・取り組み施策の方向性・取り組み
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（６）外国人の人権

（８）性的指向・性自認に関する人権

第３次計画の骨子（案）第３次計画の骨子（案）

（７）刑を終えて出所した人の人権
（再犯防止の推進）

（10）その他の人権問題

第３次計画の変更点

（７）相談・支援の推進

（８）性的マイノリティの人権

（９）インターネットによる人権侵害
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